
水賞汚濁発生源対策  

（1）生活排水対策   

児島潮流域の水質汚濁は、生活系排水によるものがおよそ半分を占めていることか   

ら、水質浄化対策として生活排水対策が最も重要である。   

県は、児島湖に係る湖沼水質保全計画（第4期）に基づき、下水道、農業集落排水   

施設、合併処理浄化槽等の整備を計画的に推進するとともに、水質汚濁防止法、湖沼   

水質保全特別措置法、瀬戸内海環境保全特別措置法、岡山県児島湖環境保全条例等に   
基づく生活排水対策を進めることとしている。  

（D 下水道  

下水道は、トイレの水洗化や生活活動、生産活動に伴って生ずる汚水を速やかに   

分解処理することによって衛生的で快適な生活環境を創造するとともに、河川、湖   

沼等の公共用水域の水質を保全する基幹的な施設である。さらに、市街地を浸水、   

滞水等の都市災害から守るなどの重要な機能を有している。特に、児島湖とその流   

域河川の水質浄化対策として、下水道の整備は最も有力な対策である。  

児島潮流域における下水道の整備状況は、平成16年度末において児島潮流城下水   

道浄化センター等8か所の終末処理場が稼働しており、うち5か所の終末処理場は高  

度処理を行っている。  

平成16年度末における下水道処理人口は、36．7万人（うち8．0万人については流   

域外へ放流）であり、下水道普及率は約57％である。  

今後、児島潮流城下水道及びその関連公共下水道並びに岡山市、総社市の単独公   

共下水道についてノ、その整備を総合的に進め、下水道普及率の向上を目指している。  

また、下水道の整備された地域においては、市町村の融資制度の活用等により、   

遅滞なく家庭と下水道管を接続することが重要である。  

表3－2－1 児島潮流域の下水道整備状況  
（平成16年度末）   

下 水 道 名  処理人口   

児  14．3 万人  

島  流域外取込み   （2．2 万人）  
湖  10．0 万人  

流  流域外取込み   （1．2万人）  
流  1．4 万人  
域  1．2 万人  
内  小   計  26．9 万人   
放  （流域外取込み）  （3．4万人）  
流   0．5 万人  

岡山市公共下水道（流通団地）  0．0 万人  
岡山市公共下水道（足守）  0．0 万人  
倉敷市公共下水道（白楽町）  1．1万人  
総社市公共下水道（山手）  0．2 万人  

′ト   計  1．8万人   
外  6．0 万人  
放  2．0 万人  
流   小   計  8．0 万人   

合   計  36．7万人   

注1）（）流域外取込みは、合計に含めていない。   

2）数値は四捨五入してあるため、計と内訳とは一致しない場合がある。  
資料：下水道課調べ   

３取組状況
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